
 

野田市観光協会会則 

 

            第 1章  総 則 

 

 (名称) 

第１条 本会は、野田市観光協会と称し、事務所を野田市役所内に置く。 

 (目的) 

第２条 本会は、野田市及び野田市に関連のある付近の観光の開発並びに宣伝紹介

を行い、観光事業を通じて野田市の発展に寄与することを目的とする。 

 

                      第 2章  事 業 

 

 (事業) 

第３条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

(1) 観光客の誘致及び郷土物産の宣伝紹介 

(2)  観光資源の調査研究及び保存 

(3)  観光諸行事の開催 

(4)  観光思想の普及及び啓発 

(5)  観光施設等の整備及び運営 

(6)  その他本会の目的を達成するために必要な事業 

 

             第 3章  会 員 

 

 (会員) 

第４条 本会は、本会の目的に賛同する事業所、団体、個人等をもってこれを組織す

る。 

 (会員の種類) 

第５条 本会の会員は、次のとおりとする。 

(1)  一般会員 会費 1口以上を負担する者 

(2)  特別会員 本会の事業に関し特別功労がある者、または学識経験者で会長が

推薦する者。 

 (会費) 

第６条 本会の会費は、1口年額 1,000円とする。 

２ 会員は、定期総会までに会費を納入しなければならない。 

３ 脱会した会員の会費は、返還しない。 

 (入会手続き) 

第７条 本会に入会するときは、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得な

ければならない。 

 



            第 4章  役 員 

 

 (役員) 

第８条 本会に、次の役員を置く。 

(1)  会 長   １人 

(2)  副会長   ４人 

(3) 理 事   ３０人以内  

 (4) 監 事   ２人 

 (役員の選任) 

第９条 会長は、総会において会員のうちから選任する。 

２ 副会長は、総会の同意を得て、会長が会員のうちから選任する。 

３ 理事は、総会の同意を得て、別表に定める規定により選出する。 

４ 監事は、総会の同意を得て、別表に定める規定により選出する。 

 (役員の任期) 

第１０条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 前項の役員中補欠により就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 公職により就任したる役員は、公職身分の喪失と共に役員の職を失う     

ものとし、あらたに公職に就任したる者が前任者の職に就任するものとする。 

４ 役員は、任期満了後も後任者が就任するまでは、引き続きその職務を     

行うものとする。 

 (役員の職務) 

第１１条 会長は本会を代表して、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。 

３ 理事は、重要事項を審議し、会務を掌理する。 

４ 監事は、本会の業務及び会計を監査するとともに、総会及び理事会に     

出席して、意見を述べることができる。 

 (顧問及び相談役) 

第１２条 本会に、顧問及び相談役を置くことができる。 

２ 顧問及び相談役は、総会の同意を得て会長が委嘱する。 

３ 顧問及び相談役は、会長の諮問に応じ、また会議に出席して意見を述べること

ができる。 

４ 顧問及び相談役の任期は、２年とし、再任を妨げない。 

 

            第 5章  会 議 

 

 (会議) 

第１３条 本会の会議は総会及び理事会とし、会長が招集し、議長は、会長がこれに

あたる。会長に事故あるときは、副会長が議長となる。 

２ 定期総会は、毎年会計年度終了後速やかに開くものとし、会議は会員     

の出席者をもって成立する。臨時総会は、会長が必要と認めたときまたは３分の

１以上の会員の請求があったときに開催する。 



３ 会議は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。 

 (総会) 

第１４条 総会に付議すべき事項は、次のとおりとする。 

(1)  会則の変更 

(2) 事業報告及び決算並びに事業計画及び予算 

 (3) 役員の選任 

(4) その他重要な事項 

 (理事会) 

第１５条 理事会に付議すべき事項は次のとおりとする。 

(1) 本会の運営に関する事項 

 (2) 総会に付議すべき事項 

 (3) 総会に委任された事項 

 (4) その他会長が必要と認めた事項 

 

            第 6章  会 計 

 

 (会計) 

第１６条 本会の会計年度は、毎年１月１日に始まり同年１２月３１日に終わる。 

 (経費) 

第１７条 本会の経費は会費、補助金、寄付金、その他の収入をもってこれに      

充てる。 

 

第 7章  基 金 

（設置目的） 

第１８条   野田市の観光事業を推進するため、野田市観光協会運営基金（以下： 

「基金」という。）を設置する。 

２    野田市内に設置する観光案内板等に係る費用に充てるため、野田市観

光案内板設置等基金(以下「看板等基金」という。)を設置する。    

（管理） 

第１９条  基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実、かつ、有 

利な方法により保管しなければならない。 

(運用収益金の処理) 

第２０条  基金及び看板等基金の運用から生ずる収益は、第１８条に定める設置 

目的に充てるものとする。 

(繰替運用) 

第２１条  会長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計 

現金に繰り替えて運用することができる。 

(処分) 

第２２条  基金及び看板等基金は、第１８条各号に掲げる設置目的に要する経費 

の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処 

分することができる。 



 

 

    附 則 

 

  １ 本会則は昭和３１年２月１６日から施行する。 

  ２ 現行会則は、本会則施行とともに廃止する。 

  ３ 第１回総会は発起人をもって構成する。 

  ４ 昭和４８年３月一部改正。 

  ５ 昭和５９年３月一部改正。 

  ６ 平成４年２月一部改正。 

  ７ 平成８年２月一部改正。 

  ８ 平成１５年７月一部改正。 

  ９ 平成１６年３月一部改正。 

   10 この会則は、平成１９年２月２３日から施行する。ただし、別表の監事    

の選出規定は平成１９年４月１日から施行する。 

   11 この会則は、平成２２年２月１９日から施行する。 

  12 この会則は、平成２４年２月１４日から施行する。 

  13 この会則は、令和６年２月２７日から施行する。 

 

別表 

 

 

理事の選出規定 

１ 本会の理事は行政，農商工団体並びに観光関連団体・事業所等から推薦された

者をもってあてる。 

 

２ 上記のほかに会長が特に推薦した者をもってあてる。 

 

 

監事の選出規定 

１ 本会の監事は、会長が学識経験者の内から選出した者をもってあてる。 

 


